
2017 年 2 月 21 日 

イオンプロダクトファイナンス株式会社 

 

「東芝グループカード」の制度変更に関するご案内 

 

記 

１．制度変更の内容 

（１）主旨 

   これまで東芝グループカードを社製品販売制度、東芝健保保養所利用時および社内診療所で利用

した場合、カード利用者への利用料金の請求は弊社が実施していましたが、当該事業（一部を 

除く）を提携カード会社※1に移管することになりました。 

※1 三井住友カード㈱・三菱 UFJ ニコス㈱・㈱ジェーシービーのいずれか（従業員により所有され

ているカードにより異なります）。 

 

（２）会員様へのご請求について 

   2017 年 4 月 1 日（土）利用分より カード利用時の請求会社が下表のとおり変更となります※2 

制度利用先 
請求会社 

2017 年 3 月 31 日利用分まで 2017 年 4 月 1 日利用分から 

・VISA/Master/JCB 加盟店 

 での利用 
提携カード会社 

提携カード会社 
・社製品販売 

当社※3 ・東芝健保保養所 

・東芝社内診療所 当社※4 

   ※2 2017 年 4 月 1 日（土）以降、提携カード会社からご請求明細発送時にも案内ペラを同封します。 

※3 2017 年 3 月 31 日（金）時点で当社にご利用残高がある場合は、2017 年 4 月以降も引き続き 

お支払いいただきます（弊社からの請求となります）。 

※4 社内診療所ご利用代金のご請求は、当面の間弊社が継続対応します。 

（３）新規入会申込受付について 

   2017 年 3 月 1 日（水）～3 月 31 日（金）まで、東芝グループカードの新規入会申込受付は一旦

休止します。2017 年 4 月以降の東芝グループカード新規入会申込受付は、提携カード会社が 

   対応します。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

２．本件に関する問合せ窓口 

イオンプロダクトファイナンス お客様相談センター 

電話：０１２０－１０４－８３９（営業時間 9:00～17：30 土日祝日を除く） 

  ＊お問合せの内容により窓口が異なりますので、ガイダンスに沿って番号を選択願います。 

    ・本案内の内容に関するお問合せは「１」を選択 

 ・APFの残高ご照会および一括精算についての問合せは「２」→「１」を選択 

  ＊VISA/Master/JCB 加盟店利用分に関する問合せ先は、各提携カード会社となります。       

 

以上 

カード会社 電話番号 営業時間 備考 

三井住友カード㈱ 0120-816437 

平日 9:00～19:00 

土・日・祝日 9:00～17:00 

※12/30～1/3 休 

2017 年 4 月 1 日（土） 

から申込受付開始 

三菱 UFJ ニコス㈱ 0120-151117 
9:00～21:00  

※年末年始休 

2017 年 5 月 9 日（火） 

から申込受付開始 

㈱ジェーシービー 0120-392739 
9:00～17:00  

※日・祝・年末年始休 

申込受付開始時期が 

決定次第、弊社ホーム 

ページで案内します。 


